
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の
改
定

今
年
度
の
国
民
年
金
保
険
料

高
齢
者
向
け
臨
時
給
付
金

　
所
得
の
少
な
い
高
齢
者
を
対
象
に
年
金
生

活
者
等
支
援
臨
時
福
祉
給
付
金
を
支
給
し
ま

す▼
対
象
者

　
平
成
二
十
七
年
度
臨
時
福
祉
給
付
金
の
対

象
者
の
う
ち

平
成
二
十
八
年
度
中
に
六
十

五
歳
以
上
と
な
る
方

昭
和
二
十
七
年
四
月

一
日
以
前
に
生
ま
れ
た
方

※
平
成
二
十
七
年
度
臨
時
福
祉
給
付
金
対
象

者
と
は

平
成
二
十
七
年
一
月
一
日
に
豊
山

町
に
住
民
登
録
が
さ
れ
て
お
り

平
成
二
十

七
年
度
分
の
町
民
税

均
等
割

が
課
税
さ

れ
て
い
な
い
方
で
す

た
だ
し

町
民
税

均

等
割

が
課
税
さ
れ
て
い
る
方
の
被
扶
養
者

と
な

て
い
る
場
合

生
活
保
護
制
度
の
被

保
護
者
と
な

て
い
る
場
合
な
ど
は
対
象
と

な
り
ま
せ
ん

▼
支
給
額
　
支
給
対
象
者
一
人
に
つ
き
三
万

円

一
回
限
り
の
支
給

▼
申
請
手
続
　
給
付
金
の
対
象
者
に
は

五

月
六
日

金

に
町
か
ら
制
度
の
案
内
と
申

請
書
を
送
付
す
る
予
定
で
す
▼
問
合
せ
　
福

祉
課
福
祉
係
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国
民
年
金
保
険
料
は

物
価
な
ど
の
伸
び

に
合
わ
せ
て
毎
年
調
整
さ
れ
ま
す

平
成
二

十
八
年
度
の
保
険
料
は
月
額
一
万
六
千
二
百

六
十
円
で
す

　
納
付
方
法
は

納
付
書
支
払
い

口
座
振

替

ク
レ
ジ
兊
ト
カ

ド
支
払
い
か
ら
選
択

で
き
ま
す

▼
納
付
書
支
払
い
　
銀
行

農
協

信
用
金

庫
な
ど
の
他
に
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で

納
付
で
き
ま
す

▼
口
座
振
替
　
金
融
機
関
な
ど
で
手
続
を
行

て
く
だ
さ
い

な
お

口
座
振
替
で
毎
月

の
保
険
料
を
納
め
る
場
合

当
月
分
の
保
険

料
を
当
月
末
に
引
き
落
と
す

早
割

を
申
し

込
む
と
月
額
五
十
円
の
割
引
に
な
り
ま
す

▼
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
支
払
い
　
年
金
手
帳

ク
レ
ジ
兊
ト
カ

ド

印
鑑
を
ご
持
参
の
上

年
金
事
務
所
で
手
続
を
行

て
く
だ
さ
い

　
保
険
料
は
一
年
分
か
半
年
分
を
一
括
し
て

納
付
す
る
と
割
引
が
あ
り
ま
す

ま
た

口

座
振
替
で
は
二
年
分
を
一
括
し
て
納
付
す
る

二
年
前
納
の
制
度
も
あ
り
ま
す

　
口
座
振
替
・
ク
レ
ジ
兊
ト
カ

ド
の
申
込
み

を
さ
れ
た
方
は

引
き
落
と
し
開
始
時
期
に
ご
注

意
く
だ
さ
い

詳
し
く
は

金
融
機
関
・
ク
レ
ジ
兊

ト
カ

ド
会
社
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

▼
問
合
せ
　
名
古
屋
西
年
金
事
務
所
　

０

５
２
・
５
２
４
・
６
８
５
５

住
民
課
住
民
・

年
金
係
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広報とよやま平成28年4月号

町政あんない11

町

政

あ

ん

な

い

　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
で
は

二
年
ご
と

に
保
険
料
率
が
改
定
さ
れ
る
こ
と
に
な

て

い
ま
す

平
成
二
十
八
年
度
は
改
定
年
度
に

当
た
り
ま
す

　
今
後
二
年
間
に
見
込
ま
れ
る
医
療
費
を
推

計
し
た
結
果

高
齢
化
の
進
展
や
医
療
の
高

度
化
な
ど
に
よ
り
医
療
費
が
増
加
す
る
こ
と

が
見
込
ま
れ
る
こ

と
か
ら

平
成
二

十
八
・
二
十
九
年

度
の
保
険
料
率
が

別
表
の
と
お
り
改

定
さ
れ
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た

ご

理
解
と
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す

　
平
成
二
十
八
年

度
の
年
間
保
険
料

額
は

平
成
二
十

七
年
の
所
得
を
算

定
基
礎
に

改
定

後
の
保
険
料
率
を

使
用
し
て

七
月

に
確
定
し
ま
す

▼
保
険
料
の
納
め
方

　
四
月
・
六
月
・
八
月
の
特
別
徴
収

年
金

か
ら
の
天
引
き

は

仮
徴
収
と
し
て
平
成

二
十
八
年
二
月
の
天
引
き
額
と
同
額
を
お
支

払
い
い
た
だ
き
ま
す

十
月
・
十
二
月
・
二

月
の
特
別
徴
収
で

確
定
し
た
保
険
料
額
か

ら
仮
徴
収
額
を
差
し
引
い
た
残
額
を
お
支
払

い
い
た
だ
き
ま
す

　
普
通
徴
収
の
方
は

七
月
以
降
に
口
座
振

替
や
納
付
書
で
お
支
払
い
い
た
だ
き
ま
す

特
別
徴
収
・
普
通
徴
収
の
別
に
か
か
わ
ら
ず

七
月
中
旬
に
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
額
決

定
通
知
書
を
送
付
し
ま
す
▼
問
合
せ
　
保
険

課
国
民
健
康
保
険
・
医
療
係
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太
陽
光
発
電
の

設
置
費
を
補
助

浄
化
槽
の
設
置
費
を
補
助

　
太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
は

発
電
の
過
程

で
地
球
温
暖
化
の
原
因
と
な
る
二
酸
化
炭
素

な
ど
を
発
生
し
な
い
環
境
に
や
さ
し
い
発
電

シ
ス
テ
ム
で
す

こ
の
太
陽
光
発
電
シ
ス
テ

ム
を
新
た
に
設
置
さ
れ
る
方
に

予
算
の
範

囲
内
で
先
着
順
に
費
用
の
一
部
を
補
助
す
る

制
度
を
設
け
て
い
ま
す
▼
補
助
対
象
　
町
内

の
住
宅
に
太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
を
設
置
さ

れ
る
方
か

町
内
の
太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム

付
き
住
宅
を
購
入
さ
れ
る
方
　
※
工
事
着
手

前
に
申
請
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
▼
補
助
金

額
　
一
キ
ロ
ワ
兊
ト
当
た
り
二
万
円
で

八

万
円
を
限
度
と
し
ま
す
▼
問
合
せ
　
住
民
課

環
境
保
全
係
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浄
化
槽
を
新
た
に
設
置
さ
れ
る
方
に
予
算

の
範
囲
内
で
先
着
順
に
費
用
の
一
部
を
補
助

す
る
制
度
を
設
け
て
い
ま
す
▼
補
助
対
象
　

次
の
全
て
を
満
た
す
場
合
　

下
水
道
の
事

業
計
画
区
域
外
で
あ
る
こ
と
　

工
事
着
手

前
に
申
請
す
る
こ
と
　

十
人
槽
以
下
の
浄

化
槽
で
あ
る
こ
と
　

自
己
の
居
住
用
で
あ

る
こ
と
　

浄
化
槽
法
の
構
造
基
準
や
国
庫

補
助
指
針
に
適
合
す
る
浄
化
槽
で
あ
る
こ
と

▼
補
助
金
額
　
▽
五
人
槽
　
七
万
五
千
円
▽

六

七
人
槽
　
九
万
円
▽
八

十
人
槽
　
十

一
万
円
▼
問
合
せ
　
住
民
課
環
境
保
全
係
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↓

■後期高齢者医療保険料率の改定内容    （別表）

平成26・27年度の
保険料率など

平成28・29年度の
保険料率など

所得割率

均等割額

保険料
限度額

所得割率

均等割額

保険料
限度額

9.00% 9.54%

年額45,761円 年額46,984円

年額
570,000円

年額
570,000円
(据え置き)


